
庁 議 案 件  Ｎｏ．１    

平成２９年５月１６日 

所 管   総 務 局 行 政 部  

 

件  名 市税事務所の統合に伴う組織改正（案）について 

経過・現状 

 

政 策 課 題 

 

○ 市税の賦課及び徴収事務の効率化を図るため、平成３０年１月に、各区域を

所管する市税事務所と、固定資産税事務所の８市税事務所を「堺市市税事務

所」として統合することを予定している。 

○ これに伴い、市税事務所を所管している財政局税務部の組織改正に取り組む

必要がある。 

 

対 応 方 針 

 

今後の取組 

（ 案 ） 

 

組織のスリム化・合理化を図り、職員の専門性の向上や効果的かつ効率的な

事務執行を確保するため、平成３０年１月１日付けで財政局税務部の組織改正

を実施する予定である。 

 なお、各区に市税事務所に代わる税の窓口を設ける予定である。 

 

【改正内容】 

・税政課を「税制課」へ改称し、「税務運営課」を新設 

・統合後の「市税事務所」に、「法人諸税課」「市民税課」「固定資産税課」 

「納税課」「税務サービス課」を新設 

 

【今後の予定】 

・市税事務所の統合及びこれに伴う（仮称）三国ヶ丘駅前庁舎内への移転に

必要となる堺市市税事務所設置条例（平成１８年条例第２６号）の一部改

正については、平成２９年第２回市議会（定例会）に提案予定 

・市税事務所の統合及び移転に伴う事務を円滑に進めるため、固定資産税事

務所については、平成２９年１１月下旬に移転予定 

効果の想定 

市民サービスの維持・向上に資する効率的かつ効果的な行政運営の確保が可

能となる。 

[組織数の比較] 

 現 行 改正案（増減） 

局  ２２  ２２（ － ） 

部  ８８  ８９（＋１） 

課 ３１５ ３１０（▲５） 

・現行の組織数は、平成２９年４月１日現在の数値 

・部には担当部長を、課には担当課長を含む。 

関係局との 

政 策 連 携 
財政局 

 



市税事務所の統合に伴う組織改正（案）について 

 

１ 趣   旨 

市税の賦課及び徴収事務の効率化を図るため、平成３０年１月に、各区域を所管する

市税事務所と、固定資産税事務所の８市税事務所を「堺市市税事務所」として統合する

ことを予定しています。 

これに伴い、市税事務所を所管している財政局税務部の組織のスリム化・合理化を図

り、職員の専門性の向上や効果的かつ効率的な事務執行を確保するため、平成３０年１

月１日付けで同部の組織改正を実施する予定です。 

 

２ 内   容 

○ 税政課を「税制課」に改称し、電算処理等の管理運営業務を所管する「税務運営課」

を新設します。 

○ 統合後の「市税事務所」に、税の賦課・徴収業務等を所管する「法人諸税課」「市民

税課」「固定資産税課」「納税課」を、市税事務所に代わり各区に設ける税の窓口業務

を所管する「税務サービス課」を新設します。 

【組織改正案】 

 
 

３ 今後の予定 

市税事務所の統合及びこれに伴う（仮称）三国ヶ丘駅前庁舎内への移転に必要となる

堺市市税事務所設置条例（平成１８年条例第２６号）の一部改正については、平成２９

年第２回市議会（定例会）に提案する予定です。 

なお、市税事務所の統合及び移転に伴う事務を円滑に進めるため、固定資産税事務所

については、平成２９年１１月下旬に移転することを予定しています。詳細については、

引き続き広報さかい、市ホームページ等でお知らせします。 

※ 行政機構図上、財政部及び契約部は省略

 管理運営業務

北市税事務所

美原市税事務所

固定資産税事務所

市民税管理課

資産税管理課

収税課

市民税課【新設】

東市税事務所 固定資産税課【新設】

西市税事務所 納税課【新設】

南市税事務所 税務サービス課【新設】

▲

税務運営課【新設】

賦課・徴収業務等

堺市税事務所

▲

市税事務所
【統合】

法人諸税課【新設】

▲

中市税事務所

財政局 財政局

税務部 税政課 税務部 税制課【改称】

《　現　　行　》 《　改正案　》

局相当組織 部相当組織 課相当組織 局相当組織 部相当組織 課相当組織


